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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成26年1月30日(2014.1.30)

【公開番号】特開2012-123196(P2012-123196A)
【公開日】平成24年6月28日(2012.6.28)
【年通号数】公開・登録公報2012-025
【出願番号】特願2010-273909(P2010-273909)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ   9/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３７４　

【手続補正書】
【提出日】平成25年12月9日(2013.12.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結着樹脂及び着色剤を含有するトナー粒子と、
　疎水化処理剤で疎水化処理されたシリカアルミナ複合粒子と、
を含有するトナーであって、
　前記疎水化処理剤で疎水化処理された前記シリカアルミナ複合粒子の疎水化度が、６０
％以上であり、
　前記疎水化処理剤で疎水化処理される前の、前記シリカアルミナ複合粒子のゼータポテ
ンシャルが、－４２．０ｍＶ以上－２８．０ｍＶ以下であり、
　前記疎水化処理剤で疎水化処理される前の、前記シリカアルミナ複合粒子におけるシリ
カの含有量が、５５．０質量％以上９５．０質量％以下であり、
　前記疎水化処理剤で疎水化処理された前記シリカアルミナ複合粒子におけるアルミナの
結晶化度が、１０．０％以上６０．０％以下である
ことを特徴とするトナー。
【請求項２】
　前記疎水化処理剤で前記シリカアルミナ複合粒子を疎水化処理する際の、前記疎水化処
理剤の添加量をＡ（ｇ／ｇ）とし、前記疎水化処理剤で疎水化処理される前の前記シリカ
アルミナ複合粒子のＢＥＴ比表面積をＢ（ｇ／ｍ２）としたとき、Ａ／Ｂ（ｍ２／ｇ）が
、１．７０×１０－３以下である請求項１に記載のトナー。
【請求項３】
　前記疎水化処理剤で疎水化処理される前の前記シリカアルミナ複合粒子の体積固有抵抗
が、１．０×１０７Ω・ｍ以上５．０×１０１１Ω・ｍ以下である請求項１又は２に記載
のトナー。
【請求項４】
　前記トナー粒子が、３０ｐｐｍ以上１０００ｐｐｍ以下のチタン元素を含有する請求項
１～３のいずれか１項に記載のトナー。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１８】
　すなわち、本発明は、
　結着樹脂及び着色剤を含有するトナー粒子と、
　疎水化処理剤で疎水化処理されたシリカアルミナ複合粒子と、
を含有するトナーであって、
　前記疎水化処理剤で疎水化処理された前記シリカアルミナ複合粒子の疎水化度が、６０
％以上であり、
　前記疎水化処理剤で疎水化処理される前の、前記シリカアルミナ複合粒子のゼータポテ
ンシャルが、－４２．０ｍＶ以上－２８．０ｍＶ以下であり、
　前記疎水化処理剤で疎水化処理される前の、前記シリカアルミナ複合粒子におけるシリ
カの含有量が、５５．０質量％以上９５．０質量％以下であり、
　前記疎水化処理剤で疎水化処理された前記シリカアルミナ複合粒子におけるアルミナの
結晶化度が、１０．０％以上６０．０％以下である
ことを特徴とするトナーである。


	header
	written-amendment

